
 

●看護師配置 

各病棟（地域包括ケア病棟以外）では、一日に 16 人以上の看護職員が勤務しております。 

 

時間帯ごとの配置は次のとおりです。 

□日勤帯  8 時 30 分～17 時 15 分 

    看護職員一人あたり４～７人以内を受け持ちます。 

□夜勤帯  16 時 30 分～翌日 8 時 30 分 

  看護職員一人あたり１２～１５人以内を受け持ちます。 

 

 

地域包括ケア病棟では、一日に 11 人以上の看護職員が勤務しております。 

 

時間帯ごとの配置は次のとおりです。 

□日勤帯  8 時 30 分～17 時 15 分 

    看護職員一人あたり４～７人以内を受け持ちます。 

□夜勤帯  16 時 30 分～翌日 8 時 30 分 

    看護職員一人あたり１4～１7 人以内を受け持ちます 

 

 

●急性期看護補助体制加算 

 看護師の負担軽減を図り、患者さまへより良い看護を提供するため、「看護補助者」 

 を配置しております。 

 

●看護職員夜間配置加算 

 看護師を適正に配置し、患者さまへより良い看護を提供します。 

 


